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（備考）
１．配偶者からの暴力の被害者からの相談等を受理した件数。
２．配偶者とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
３．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「配偶者暴力防止法」という。）の法改正を受

け、平成 16年 12月２日施行以降、離婚後に引き続き暴力等を受けた事案についても計上。
なお、「離婚」には、婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと
同様の事情に入ることを含む。

４．法改正を受け、平成 20年１月 11日施行以降、生命等に対する脅迫を受けた事案についても計上。
５．法改正を受け、平成 26年１月３日施行以降、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する

共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上。
６．全国の配偶者暴力相談支援センターの設置数は、平成 29年３月 31日現在、272か所（うち、市町村の設置数は

99か所）。
７．同一相談者が複数回相談した場合は、重複して計上。
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- - 94 46.5 267 21.5 361 23.9 
8 12.5 43 21.3 289 23.3 340 22.5 
5 7.8 3 1.5 171 13.8 179 11.9 
6 9.4 10 5.0 127 10.2 143 9.5 

12 18.8 6 3.0 80 6.4 98 6.5 
2 3.1 5 2.5 90 7.2 97 6.4 
6 9.4 2 1.0 45 3.6 53 3.5 
3 4.7 2 1.0 46 3.7 51 3.4 

19 29.7 33 16.3 66 5.3 118 7.8 

2 3.1 3 1.5 8 0.6 13 0.9 

1 1.6 1 0.5 36 2.9 38 2.5 

- - - - 17 1.4 17 1.1 

64 100.0 202 100.0 1,242 100.0 1,508 100.0 





＜
平
成

29
年
度
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
写
真
＞

全
閣
僚
等
の
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
着
用

（
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
写
真
を
一
部
加
工
）

＜
平
成

29
年
度
の
取
組
（
主
な
も
の
）
＞

○
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
、
掲
示

（
マ
ン
ガ
家
の
西
原
理
恵
子
氏
デ
ザ
イ
ン
）

○
パ
ー
プ
ル
・
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

※
45
都
道
府
県

12
7か
所
で
実
施

○
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
贈
呈
式
（
10
月

27
日
実
施
）

○
テ
レ
ビ
、
新
聞
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
広
報

○
全
閣
僚
等
の
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
着
用

※
閣
僚
懇
談
会
で
の
発
言
あ
り
（
11
月

10
日
）

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

女
性
に
対
す
る
暴
力
根
絶

の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
で
あ
る

パ
ー
プ
ル
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
、

暴
力
の
根
絶
を
呼
び
か
け
る

と
と
も
に
被
害
者
に
対
し
、

「
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は

相
談
を
！
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
っ
て
い
ま
す
。

パ
ー
プ
ル
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

＜
概
要
＞

政
府
で
は
、
毎
年

11
月

12
日
か
ら

11
月

25
日
（
女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
）
ま
で
の
２
週
間
、
関
係
団
体
と
の
連
携
、
協
力
の
下
、
女
性
に
対
す
る

暴
力
の
問
題
に
関
す
る
取
組
を
一
層
強
化
す
る
た
め
の
広
報
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
（
平
成

13
年
６
月
５
日
男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
決
定
）

＜
目
的
＞

潜
在
化
し
や
す
い
女
性
に
対
す
る
暴
力
（
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
、
性
犯
罪
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
売
買
春
、
人
身
取
引
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
）
の
問
題

に
対
し
、
社
会
の
意
識
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
女
性
の
人
権
尊
重
の
た
め
の
意
識
啓
発
や
教
育
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
暴
力
を
容
認
し
な
い
社

会
風
土
を
醸
成
す
る
た
め
の
啓
発
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局

暴
力
対
策
推
進
室

＜
平
成

29
年
度
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
実
施
し
た
都
道
府
県
＞

※
黄
色
の
★
は
今
年
度
初
め
て
実
施
し
た
県

パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
贈
呈
式

（
ミ
ス
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

世
界
大
会
出
場
者
に
よ
る
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
着
用
）








